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みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 

近年、労働関係法の改正が頻繁に行われています。また、

労働環境も大きく変化しているため、「どのように就業規

則を整備するか」は、法律上の作成義務を超えて重要な関

心事になっています。 

 

ここでは、就業規則に定めるべき労働者の「義務」に着目

し、有給休暇や給与などの「権利」に当然伴うべき「義務」

を就業規則上どのように記載すべきかを解説します。 

 

労働契約にまつわる権利義務とは 
労働契約（雇用契約）とは、原則として以下の義務を互い

に約束する契約を指します。 

 

【会社】労働者に賃金を支払う 

【労働者】会社に労務を提供する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、会社が組織として動いている以上、労働者には「労

務を提供する＝作業をする」という義務を超えて、会社の

秩序や対外的な信用を守る義務なども存在するはずです。 

 

労働者が守るべき義務には、どのような種類があるのでし

ょうか。 

 

労働者の義務体系 
労働者の義務体系は、以下の表のようになります。 
 

義務の種類 内容 

就
業
時
間
中 

労務提供 出勤だけでなく労働契約で定めた労務を提供 

業務命令遵守 業務命令に従う 

職務専念 勤務時間中は職務に専念 

会
社
施
設
内 

職場環境維持 職場の規律と秩序維持に協力 

施設管理権に

服する 
会社の許可なく会社施設や備品を利用しない 

会
社
施
設
外 

信用保持 会社の信用を失墜させるようなことをしない 

競業避止 会社と競合する他社に勤めたり取引をしない 

兼業禁止 会社の許可を得ずにアルバイトなどをしない 

秘密保持 営業秘密や個人情報を漏えいさせない 

 

就業規則にどのように 
労働者の義務を組み入れるか 
前述のような労働者の義務は、主に「服務規律」において

定めていきます。 

 

例えば、表中の業務命令遵守義務について定めるならば、

「会社の方針を尊重し、規則及び上長の指示命令に従うこ

と」と定めます。それに従わない労働者には、「就業規則

〇条△項の服務規律条文に違反しているから」という理由

でペナルティーの対象とします。 

 

労使トラブルの際は、会社側からのペナルティーにも根拠

が求められることに十分注意して、前述の表における義務

を網羅できるよう慎重に条文作成をするべきでしょう。 

 

また、近年は特にインターネット使用に関する情報漏えい

やコンプライアンス違反が増えているので、入念に対策を

することをお勧めします。就業規則についてご不安な点が

ありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。 

就業規則には、有給休暇や給与などの労働者

の「権利」に伴うべき「義務」をどのように

定めればよいでしょうか。 

就業規則に定めるべき 

労働者の「義務」 



 

 

みよた社会保険労務士事務所 

概要 

健康・環境・農林水産などの中小企業主が、労働者の労働

環境の向上を図るため雇用管理改善につながる制度を導

入し、適切に実施した場合、30万円または40万円が支

給されます。 

 

助成金を受けるためには、あらかじめ「雇用管理制度整備

計画」を作成し、各都道府県の労働局長の認定を受けるこ

とが必要です。 

 

対象となる雇用管理制度等 
本助成金の対象となる「雇用管理制度等」とは、以下を指

します。 

 

【評価・処遇制度】 

人事評価制度・キャリアパス制度・昇進昇格の基準・賃金

体系を新たに導入した場合、40万円が支給されます。 
 

＜注意すべき要件＞ 

 通常労働者に対する制度であること 

 制度導入後の賃金総額が低下しないこと 

 合理的な条件が就業規則等に明示されていること 

 

 

【研修体系制度】 

新人研修・3年目研修・幹部研修などの社内研修を新たに

体系化して導入した場合、30万円が支給されます。 
 

＜注意すべき要件＞ 

 通常労働者に対する制度であること 

 1人につき10時間以上の訓練であること 

 受講料当は全額を事業主が負担すること 

 訓練中の時間について、賃金が通常の賃金から減額さ

れずに支払われていること 

 

 

 

 

対象業種 
対象業種は、政府が成長分野と定める以下の業種です。 

 
 農業 

 林業 

 漁業 

 建設業 ※1 

 製造業 ※2 

 電気業 

 情報通信業 

 運輸業・郵便業 

 学術・開発研究機関 ※3 

 スポーツ施設提供業 例)フィットネスクラブ 

 スポーツ・健康教授業 例)スイミングスクール・医療福祉 

 医療福祉・産廃業 

 

※1 このうち、健康・環境・農林漁業分野に関する建築物などを 

建築しているもの。 

※2 このうち、健康・環境・農林漁業分野に関する製品を製造 

しているもの。または、健康・環境・農林漁業分野に関する 

事業を行う事業所との取引関係があるもの。 

※3 このうち、健康・環境・農林漁業分野に関連する技術開発 

を行っているもの。 

 

支給までの流れ 
支給までの流れは、以下のとおりです。 

 

① 雇用管理制度整備計画の作成・提出 

計画期間：3ヶ月～1年 

提出期限：計画開始日から遡って6ヶ月前～1ヶ月前 

計画の内容：制度の内容・制度の導入予定日・ 

対象となる通常の労働者数見込み 

② 計画に基づく雇用管理制度の導入 

③ 雇用管理制度の実施 

④ 計画期間終了後2ヶ月以内に支給申請 

⑤ 助成金の支給（30万円または40万円） 

 

本奨励金に対してのご質問は、お気軽に当事務所までお寄

せ下さい。 

健康・環境・農林業分野等の中小企業が、雇

用管理制度を導入した場合などに申請できる

助成金が創設されました。 

中小企業労働環境向上

助成金について 



 

 

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
あなたの会社に「組織図」はありますか？会社（組織）は

複数の経営資源（人・モノ・金）の集合体であり、リーダ

ーはそれらの資源に「分業」と「調整」を組み込んでいき、

組織の力を最大化するよう努めなければなりません。 

 

組織図を作ることは事業の方向性や戦略思考を整理する

上で有効です。ここでは、会社組織図の効果的な作り方に

ついて解説します。 

 

用語の定義 
まずは、「分業」と「調整」の定義を説明します。 

 

【分業】役割を分けることで、専門性を発揮させるなど何

らかのメリットを目指すこと。 
 

【調整】分業により分けたそれぞれの部分が「一体となっ

て動く」ために、時間的・空間的なすり合わせを行うこと。 

 

例）パン屋さん 
 

【分業】パンを焼く人と売り場でパンを売る人に分けるこ

とで、それぞれの分野の専門性を高めて、効率化を目指す 
 

【調整】パンの焼きあがり時刻に合わせて売り場担当人員

を増やすなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織図づくりのポイント 

組織図を作るには、以下の3つのポイントがあります。 
 

1. 事業目的と、目的達成のための経営戦略を設定する 

2. 今いる人材ベースでなく、目的達成に必要な「理想の

姿」から分業・調整を設計する 

3. それぞれの部門において「評価対象となる数字指標」

と「職務の目的」を特定する 

 

組織図の具体例 
例えば、経営戦略＝「多店舗展開」である「衣料品小売業」

であるなら（１）、その戦略達成に必要な理想の分業体制

を考えます（２）。 

 

店舗型小売業の場合であれば、例えば「営業部」「商品部」

「管理部」「出店開発部」に分けられます。ポストに対し

て人材が足りていなければ一旦空欄にしておき、後に補充

採用または兼務などの方向を決めます。 

 

さらに、それぞれの部門について「どのような数字で出来

具合を測るか」といった評価対象となる数字指標の設定、

「全体の戦略を達成するために、その部門が担う職務の目

的は何か」といった部門が担うべき目的を考えます（３）。 

 

「事業目的を達成するために最適な組織構造は何か？」を

自問しながら、組織図を作成してみてはいかがでしょうか。 

 

部署名 営業部 商品部 管理部 開発部 

職務内容 
店舗運営 

販売促進etc 

仕入 

商品開発 

財務 

人事etc 

出店開発 

店舗設計etc 

評価対象数字 
売上 

集客数 

粗利 

新商品数 

正確さ 

処理スピード 

出店数 

出店スピード 

部門目的 

ミッション 

売上UP 

販売促進 

低コスト高品質 

新しい商品 

校正で透明性 

社内環境作り 

収益性の高い 

店舗の開発 

会社の「組織図」を作ることは、事業の方向

性などを整理する上で有効です。経営戦略が

見える組織図を作りましょう。 

 

経営戦略が見える 
組織図の作り方 
 

社 長 

監査役 

営業部 商品部 管理部 開発部 



 

 

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
筆者は本書で、人生の重要なシーンで成否を分ける意思の

「伝え方」や人を動かす「感動的なコトバ」にはある法則

があり、それを身につけることで「ノー」を「イエス」に

変える確率を高めることができると述べています。 

 

「イエス」に変えるステップ 
また、筆者は「あなたのお願いを実現させる答えは、自分

の中にない。相手の中にある」と主張します。 

 

生活の中での「伝えたいこと」のほとんどが「お願いごと」

であり、どんなお願いであっても言葉にする前に次の３つ

のステップを踏むことで、相手の答えが「ノー」となるの

を「イエス」に変える可能性が上がります。 
 

① 自分の頭で思ったことをそのまま口にしない 

② 相手がどう考えるか、相手の頭の中を想像する 

③ 相手のメリットと一致するお願いをつくる 

 

 

「強いコトバ」の必要性 
インターネットの普及で、世の中の情報量はこの10年間

で約 530 倍になり､その結果あふれるほどの情報の中で

ほとんどの情報が無視されています。 

 

筆者は、そのような世の中では、個性のない普通のコトバ

は無視されるどころか「なかったもの」として扱われると

述べています。 

 

「相手に伝えることのできる強いコトバをつける技術」を

身につけて、メール・ブログ・企画書などでどれだけ強い

コトバを作ることができるのかは、この時代を生きる私た

ちの命題といえます。 

 

 

 

「強いコトバ」をつくる  
5つの技術 
筆者は、「強いコトバ」を「人の感情

を動かすエネルギーのあるコトバ」

だと定義付けています。そのエネル

ギーは、コトバに高低差をつけるこ

とで生まれます。 

 

本書では、「強いコトバ」をつくる5つの技術が解説され

ています。 

 

① サプライズ法 

適したサプライズワードを入れます。一番簡単なのは「！」

をつけることです。 
 

② ギャップ法 

伝えるコトバに正反対のワードを前半に入れます。 
 

③ 赤裸裸法 

自分の体の反応を赤裸裸にコトバにし、伝えたいコトバの

前に入れます。 
 
④ リピート法 

もっとも伝えたいコトバを決めて繰り返します。 
 

⑤ クライマックス法 

いきなり「伝えたい話」をしないで、クライマックスワー

ドから始めます。 

 

これらは、誰もが実践できる技術であり、この技術を使え

ば相手の心を動かすことができると筆者は述べています。 

 

職場のコミュニケーションから始まり、ビジネスのあらゆ

る場面で「伝えたいこと」を相手に伝えるのには、「伝え方」

が9割を占めています。 

 

その結果、相手の「ノー」が「イエス」に変わる可能性が

増すことで、人生が変わると筆者は述べています。本書は、

伝え方に壁を感じている人にとても役立つ技術書です。 

 

伝え方が 9割 
    佐々木 圭一 著 

 

単行本：208ページ 

出 版：ダイヤモンド社 

価 格：1,470円（税込） 



 

 

みよた社会保険労務士事務所 

労務管理や助成金などのご相談がござい

ましたら、お気軽に当事務所までお問い合

わせください。 

当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の月刊 社労士みよた＋ Plusはいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

みよた社会保険労務士事務所 

所長 御代田 裕介 

所在地 

〒963‐8017 

福島県郡山市長者一丁目3番8号 

イートンセンター111号 司法書士関根信事務所内 

営業時間 平日9:00～17:30 

電話 024‐983‐0735 

FAX 024‐983‐0736 

メール info@office-miyota486.com 

 

 
所長よりあいさつ 
 

７月。今年ももう折り返しですね。 

 

社会保険労務士事務所的には、今が一年で一番忙しい時期と言われております。 

そう、労働保険料の年度更新・社会保険料の算定基礎届の提出時期です。 

わたしも書類の山と格闘する傍ら、この挨拶文を書いているところです。 

 

皆様の事業所では、提出はお済みですか？今月もよろしくお願いいたします。 

 

当事務所からの 

お知らせ 



 

 

みよた社会保険労務士事務所 

本チェックシートを利用して、御社の就業規則または社内ルールで、特に守ってもらいたい「労働者の義務」について、

確認してみましょう。FAXかメールでお送りいただければ、具体的なフィードバックをいたします。 

 

チェック項目   
No チェック項目 YES 

１ 上司の指示に従うこと □ 

２ 私語や私用メールなどをしないこと □ 

3 社内の和を乱さないこと □ 

4 備品を持って帰らないこと（特に注意すべき備品名：        ） □ 

5 会社の設備を丁寧に扱うこと（特に取扱注意のもの：        ） □ 

6 

会社の信用を落とさないこと（特にされると困ること） 

（ ）喫煙マナーの悪さ             （ ）服装の汚さ 

（ ）プライベートの飲み会などのマナー違反     （ ）特定の政治活動や宗教活動 

（ ）その他（              ） 

□ 

7 

情報漏えいをしないこと（取り扱っている重要情報） 

（ ）営業機密情報               （ ）人事情報、財務情報 

（ ）顧客の個人情報               （ ）会社のマニュアル 

（ ）その他（                 ） 

□ 

8 兼業をしないこと □ 

9 同業他社に背任的に就職しないこと □ 

 

FAXのご返送は 024‐983‐0736 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

「労働者の義務」について確認してみましょう 

労働者の服務規律チェックシート 

 

2013年版チェックシート 


